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1．判決の評価

本日12月16日，仙台地裁第1民事部は憲法9条適合性を一切判断すること

なく，住民の請求を棄却した。憲法の番人たる裁判所が憲法の最高法規性を看過

して憲法判断を回避している点，憲法尊重擁護義務のある首長や自衛官等が憲法

適合性を慎重に判断して行動すべきことを看過して免責している点において極め

て不当である。本判決の論理を突き詰めれば，合憲性の判断は国会や行政しかな

しえないことになり，司法に違憲立法審査権が付与された意義が失われる。本年

4月17日に言い渡された名古屋高裁判決と比較して極めて消極的な態度であ

り，司法の職責を放棄したに等しい。

他方，本件訴訟の提訴と係属によって一定の効果があった。本件訴訟は全国各

地で提起された自衛隊イラク派兵差止訴訟，国家賠償訴訟と連帯してたたかわれ，

違憲違法性を追及する新たな手法（住民訴訟）を提供できた。その結果，本件訴

訟提起後，地方自治体の首長等が公費を支出して壮行会に参加することはなくな

った。本判決は憲法判断を回避したものの，本件訴訟は，違憲違法な壮行会を抑

止する力となったものである。

2．全国の取り組みと名古屋高裁の違憲判断

イラク派兵をめぐっては，全国11地裁でその差し止め，国家賠償を求める訴

訟が起こされた。本件住民訴訟もこのような全国での取り組みの一環として取り

組まれた。

本年4月17日には名古屋高等裁判所が，①バグダッドを「戦闘地域」と認定

し，②2006年7月以降に開始された航空自衛隊のバグダッドへの多国籍軍兵

士の輸送活動を「武力行使」に該当するとし，憲法9条1項に違反するとの判決

を下している。この判決は，政府・防衛省の海外派兵拡大路線そのものが，憲法

の精神を逸脱していることを示すものであり，現在の海外派兵政策そのものを根

本から見直すことも求めているといえる。そして，多くの国民も，この違憲判決

を大きな希望を持って支持し，他方で自衛隊の海外派兵に警戒感を強く抱いてき
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た。

3．イラクからの航空自衛隊の撤収

本年11月28日，ついに政府はイラクからの航空自衛隊の撤収を正式に決定

し，浜田靖一防衛相は12月12日，航空自衛隊に空輸活動の任務終了を命令し，

昨日より撤収が始まった。これにより，2003年12月からおよそ5年に及ぶ

自衛隊のイラク派兵に終止符が打たれた。これは，全国で自衛隊イラク派兵差止

訴訟，国家賠償請求訴訟，住民訴訟等に取り組んできた原告団，弁護団，市民の

たたかいの成果であり，全国の憲法を守り活かす広範な人々の力によるものであ

る。

4．自衛隊の市民に対する違憲違法な監視活動

他方で，この間，自衛隊情報保全隊が違憲違法な監視活動をしていることが判

明した。自衛隊はイラク派兵に反対する市民の活動を「反自衛隊活動」などと敵

視しつつ日常的に監視し，これによって得た情報を蓄積していた。このような監

視活動は何ら法的根拠を持たないだけでなく，市民の人権に対する重大な侵害行

為である。自衛隊の監視活動については，既に2007年10月5日以降，原告

55名が仙台地裁にその差し止めと損害賠償を求めて提訴しており，市民の抗議

の声は高まっている。

5．今後の取り組み等

政府・防衛省は，これまでほとんど開示してこなかった自衛隊のイラクでの活

動内容を国民に対して明らかにし，イラク派兵そのものに対して，厳しく総括す

べきである。そして，現在の海外派兵政策が根本的に誤っていることを認め，名

古屋高裁の違憲判決の趣旨を正面から受け止め，憲法を逸脱する海外派兵を断念

すべきである。また，自衛隊情報保全隊による違憲違法な市民監視活動を即刻取

りやめ，監視された市民に対して謝罪すべきである。

当訴訟の原告ら及び弁護団は，今後も自衛隊イラク派兵の違憲違法性を広く訴

えるとともに，自衛隊情報保全隊の違憲違法な監視活動をやめさせるため，引き

続き全力を挙げて取り組む。

以上
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